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日本の高齢者介護の歴史は「宗教家・慈善事業家」時代→「救護」時代→「措置」時代をへ
て、戦後 1963 年に成立した「老人福祉法」より本格的な「施設化」時代となり、1970 年代半
ば頃までは「施設」や制度に重点が置かれていたといわれている。しかし、1970 年代半ば以
降は、住みなれた地域の中での生活を支援するという観点から「在宅福祉」が重要であると
の認識が高まり、介護「家庭化」時代（1970 年代後半～1990 年）を迎え、1980 年代の「在宅
介護サービスの三本柱（デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプ）」の整備、1990 年代
の「ゴールドプラン」と「介護保険法」の成立となった。そして、2000 年の「介護保険制度」
以降、高齢者介護の「社会化」の時代を迎えたが、この時期の「介護の社会化」というのは、
「特別養護老人ホーム（特養）」の供給不足の解消等から、従来は公益法人にしか認められて
いなかった有料老人ホームへの株式会社の参入の解禁により、介護サービスの担い手を、民
間の企業にも任せるといった、高齢者介護の「企業化」の時代に等しいといえる。その後第
２次「家庭化」時代（施設総量規制 2000 年代後半）→「住まい化」時代（「サービス付き高
齢者向け住宅 2010 年代～）を迎えるが、2012 年の「介護保険法」の一部改正以降、新たな「社
会化」時代が模索されている。しかしながら上記のような「社会化」が完全に成功している
とはいえず、「社会化」がいかにすればうまく実現するのかが課題となっている。そこで本研
究は、これまでの「社会化」があまりにも制度的・施設的側面を重視していたのではないか
との問題意識から、成功事例をふまえ、「社会化」の本来の姿である「社会構造」の観点から
新しい「社会化」のモデルを検討するものである。事例を取り上げる前に、高齢者介護サー
ビスの分類論をおこなった。（１）大きく時間・空間分類としてＡ「訪問型」、Ｂ「通所型（デ
イサービス）」、Ｃ「短期入所型（ショートステイ）」、Ｄ「施設型」、また、介護様態のプロセ
ス類型から３パターンの移動の構造図として示し、パターン①「居宅パターン」、パターン②
「介護度低め（特定施設）入居パターン」、パターン③「介護度高め（介護保険３施設＋認知
症施設）入居パターン」を発見した。このような観点から３つの高齢者介護施設の成功事例
（「地域密着型サービス」）を調査した。【事例１】「板橋の町家ほっこり」は「認知症対応型
通所介護（類型Ｂ）」「小規模多機能型居宅支援事業所（類型Ａ＋Ｂ＋Ｃ）」を併設している。
ＩＴ環境をいかした情報発信と、施設を地域に開放したことで、新しいネットワークを広げ
成功している。【事例２】「松原のぞみの郷」は「小規模多機能型居宅支援事業所（類型Ａ＋
Ｂ＋Ｃ）」である。参加型機関誌、家族を含めた旅行などの努力で、施設の地域への開放など
を通じ、現家族ばかりか元家族（ＯＢ・ＯＧ）との関係性も強力で、家族・職員・元職員・
地域住民・ボランティアなども巻き込んだ広範なネットワークを形成している。【事例３】「ち
くりんえん」は「認知症対応型共同生活介護（類型Ｄ）」で「くま五郎の家」は「認知症対応
型通所介護（類型Ｂ）」である。ここは、施設外の活発な取り組みに特徴があり、認知症介護
支援について学習の場の創出＝市民学習勉強会「認知症介護支援者教室」や、認知症相談窓
口として「シルバー110 番（24 時間体制）」を設置、「シルバー110 番」の「研修制度」を設け、
研修の修了者は「地域委員」として「Ｓ－110 の家」を開設し、地域の認知症相談支援窓口と
なるという学習と支援の連鎖を構築している点が優れている。このように「自主的な個人ボ
ランティア」や「元利用者（ＯＢ・ＯＧ）の家族」の新しい紐帯の連鎖こそ重要で、「介護の
新しい社会化」には欠かすことができないことが分かった。これを「介縁」モデルとした。「介
縁」は、「信頼関係」「Win－Win関係」「開放性」などの特徴をそなえたネットワークであるの
で、「成功するまちづくり型」のソーシャル・キャピタルに類似する。そこでソーシャル・キ
ャピタル論から解釈した。ソーシャル・キャピタル分類論からみると介縁モデルは、以下の
複雑な構造をもつ。（１）血縁に立脚した「利用者」＝「家族」間のゲマインシャフト的家族
関係＝古い紐帯のコミュニティ＝「結合型（Ｂｏ型）」、（２）地縁に立脚した「地域」内のゲ
マインシャフト的家族関係＝古い紐帯のコミュニティ＝「結合型（Ｂｏ型）」、（３）「利用者
＋家族」と「施設」とのサービス＝料金（保険含む）の授受と解せるゲゼルシャフト的ビジ
ネス関係＝近代的紐帯のネットワーク＝「橋渡し型（Ｂｒ型）」、（４）これらの利用者、家族、
地域のＢｏ型紐帯と利用者、家族、施設のＢｒ型紐帯を核として、さらに、ボランティア的、
アソシエーション的ネットワーク＝「橋渡し型（Ｂｒ型）」が広がる。すなわちその外側に、
これらを拡大する「ボランティア」「ＯＢ・ＯＧ（元家族）」「同業団体」「行政」などとの近
代的紐帯のネットワーク＝「橋渡し型（Ｂｒ型）」が広く展開した形である。（５）以上を総
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合すると、ソーシャル・キャピタル分類論からみると介縁モデルは、Ｂｏ型・Ｂｒ型が複雑
にからみあった新しいタイプの「Ｂｏ＋Ｂｒ複合型」（＝ゲマインシャフト＋ゲゼルシャフト
＋アソシエーション複合体）といえる。これまでの国と利用者だけの介護制度を二重構造と
すると、現在、一般的にいわれている「高齢者介護の社会化」とは「介護保険制度」として
制度的にサービスを企業・市場に任せたものにとどまり「三重構造＝介護の企業化」にすぎ
ない。しかし著者は、現在先進的な活動をし、成功している高齢者介護サービス事業所を調
査していると、高齢者介護の取り巻く環境が変化し「介縁」による紐帯から結びつけられた
人々を含んだ構造となっていることを発見した。そうしたことから「介縁」からなる「新三
重構造」が望ましいのではないかと思われる。「高齢者介護の新たな社会化」とは、「介護」
というキーワードとの縁による紐帯「介縁」によって結び付く人々（地域住民、近隣住民、
ボランティア、ＮＰＯ団体、以前介護サービスを利用していた高齢者の家族、その他直接介
護と関わりのなかった人など）も含め、介護を通して「介縁」の結びつきを、連続的に創造・
形成し、拡大して広がりをみせ、ネットワークを作ることである。 
 

キーワード：高齢者介護の社会化、（弱い）紐帯、ソーシャル・キャピタル、京都、介縁ネットワーク 
Keywords: Socialization of Elderly Care, Weak Tie, Social Capital, KYOTO, ‘Kaien’ （Weak Tie） Network 
 

第Ⅰ章．高齢者介護における国の政策の経緯 

 

１．高齢者介護における国の経緯①－「措置制度・施設」中心時代－ 

（１）宗教家や慈善事業家による老人救護の広がり－「宗教家・慈善事業家」時代（明治まで）（略） 

（２）戦前の高齢者介護－国として老人救護への関わる「救護」時代（大正～第二次大戦まで）（略） 

（３）戦後の高齢者介護－介護「措置」時代（終戦直後～1950 年代） 

 戦後の日本は、憲法で福祉国家を謳った（25 条以下）。1950（昭和 25）年の「社会保障審議会勧告」を経

て、福祉国家の理念や制度の枠組みが形成されていく。養老院は公的施設の「養老施設」に変わり、保護費

（措置費）で運営されるようになった。高齢者の主体性より、国がその高齢者の事態に応じて生活を管理す

るといった、「措置」としての傾向がまだまだ強かった時代といえる。 

（４）介護「施設化」時代－現在の基盤形成「老人福祉法」成立（1960 年代～1970 年代前半） 

 高齢者福祉の分野では、1970 年代半ば頃までは、「施設」に重点が置かれていたといわれている。1961（昭

和 36）年には、健康保険と公的年金が国民すべてを被保険者とする「介保険皆年金制度」が成立した。 

 そして、高齢化に伴い1963（昭和 38）年には「老人福祉法」が成立したのである。時代とともに、法律に

よって少しずつ指定や規定が変化していった「養老院」も 1963（昭和 38）年の老人福祉法の制定により、「養

護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」などに分かれ、養老院の名称は使われなくなった。

これらの老人ホーム以外に、届出施設として「有料老人ホーム」も存在するようになった。法的手続きの面

からみると、これら老人ホームは、措置施設と自由契約施設に分類でき現在の基盤になっていることが分か

る。凛（2007）は、1963 年に制定された「老人福祉法」により、全国に養護老人ホームが開設されたが、当

初は貧困家庭の救済というイメージが強く、「老人ホームなんて現代の姥捨て山」「親をそんな施設に追いや

るべきではない」と非難されたことがあるという。しかし、昭和 40（1965）年代に入ると、老人ホームは量

的・質的に発展し、その社会的役割も大きくなった。 

 このように 1963（昭和 38）年の「老人福祉法」の成立から、多くの施設の分化が始まり、施設の増加とと

もに、見直しも行われ、質的・量的にも発展してきた時代であったことがわかる。したがって、著者はこの

時代を、「介護保険法」の制定前ではあるが、早くも高齢者介護の「施設化」時代としたい。 

 

２．高齢者介護における国の経緯②－「家庭化」「社会化」中心時代－ 

（１）介護「家庭化」時代－在宅介護の考え（1970 年代後半～1990 年） 
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１）1970 年代後半・・・「在宅福祉」の考え方の登場 

 高齢者福祉の分野では、1970 年代半ば頃までは、施設整備に重点が置かれていた。しかし、1970 年代半ば

以降は、住みなれた地域の中での生活を支援する観点から「在宅福祉」が重要であるとの認識が高まってき

たのである。1973（昭和 48）年田中内閣が「福祉元年」と宣言し老人医療費は無料化されたが、在宅福祉政

策は地方公共団体が先行していた。1970 年代に入ると、「老人福祉法」の改正による老人医療費支給制度が

始まり、1970 年代の後半には、高齢者対象の「ショートステイ事業（1978〈昭和 53〉年）」や「デイサービ

ス事業（1979〈昭和 54〉年）」が始まった（笠原 2007）。 

２）1980 年代・・・「在宅介護サービスの三本柱（デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプ）」の整備 

 そして、1980（昭和 55）年頃から、その充実が図られるようになった。現在の「在宅介護サービスの三本

柱」と呼ばれる３施策のうち、「通所介護（デイサービス）」、「短期入所生活介護（ショートステイ）」が創設

されたのもこの時期である。「訪問介護（ホームヘルプサービス）」は、従来から行われていたが、1982（昭

和 57）年には、所得制限が引き上げられ、所得税課税世帯も利用料を負担すれば利用できるようになった。

1980 年代に入ると、高齢者の予防からリハビリテーションまでの保健・医療サービスの体系化と高齢者の医

療給付（一部自己負担がある）などの内容をもつ「老人保健法」が成立した（笠原 2007）。 

３）1990 年代・・・「ゴールドプラン」と「介護保険法」 

 政府は、その年に導入されて以来、国民からの反発が強かった「消費税」の大義名分として、「高齢者福祉」

を強調するようになった。さらに、1989（平成元）年、厚労省で長寿化社会に対応するために、施設緊急整

備と在宅福祉を推進し、「寝たきり老人ゼロ作戦」と「ホームヘルパー10 万人計画」を目玉とした「ゴール

ドプラン（高齢者保健福祉推進 10 ヵ年戦略）」を打ち出し、経済成長優先の政策から、国民の福祉向上へと

政策転換を図ろうとした（凛 2007）。 

 1996（平成８）年には、連立与党三党政策が合意し、「介護保険制度」創設に関する「与党合意事項」が成

立した。翌年、1997（平成９）年に「介護保険法」が成立した。 

（２）高齢者介護の「社会化」＝「企業化」時代（有料老人ホームへの株式会社の参入）－「介護保険制度」

（2000 年代前半） 

 1997（平成９）年に「介護保険法」が成立し、1999（平成 11）年で新ゴールドプランが終了すると、引き

続き 2000（平成 12）年からは「介護保険制度」が開始されることとなった。そこでまた、新たに「ゴールド

プラン２１」が策定されたのである。2000（平成 12）年の介護保険制度の成立により、「特別養護老人ホー

ム（特養）」などは費用が安いため、入所者希望が多いが、施設の設置・運営には自治体の費用負担が大きい

ため、施設数は限られており、要介護度の重い人が優先されてきた。そのため、要介護度の軽い人や、健康

な人が入居する受け皿施設は十分とは言えなかったが、それらを増やそうと、従来は公益法人にしか認めら

れていなかった有料老人ホームへの株式会社の参入が解禁され、新規参入が相次いだ。そして、民間の企業

が参入することで、競争原理も働き、様々な形態の特徴のあるホームが展開されるようになった。 

 実際、介護保険サービスが包括的に提供される「特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養病床」の

介護保険３施設や「認知症対応型生活介護（グループホーム）」、「特定施設」の年間新規供給数は、2005（平

成 17）年の約８万戸（床）がピークだった。これは、株式会社による新規参入の解禁も大きく影響している

だろう。この介護保険制度成立の時期の前後に「介護の社会化」論が議論されていたのである。しかし、こ

の時期の「介護の社会化」というのは、介護サービスの担い手を、民間の企業にも任せることとなり、広が

りをみせた、高齢者介護の「企業化」の時代に等しいといえる。 

（３）高齢者介護の第２次「家庭化」時代－施設総量規制（2000 年代後半） 
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 2005（平成 17）年には「介護保険法の一部改正」が行われ、2006（平成 18）年４月１日の改正介護保険法

の施行により、「特定施設の総量規制」が開始されたことや国の介護療養病床の廃止決定を要因として、特別

養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養病床の介護保険３施設やグループホーム、特定施設の年間新規供

給数は 2000 年（平成 12）以降増加傾向にあったが減少し、新規開設戸（床）は、低迷している。 

 2006（平成 18）年に介護保険法が施行されてから、現場では混乱もあった。「介護付有料老人ホーム」な

どの施設形態は規制され始め、代わりにいち早く普及が進んだのが「住宅型有料老人ホーム」であった。施

設形態の規制が始まり「介護は在宅へ」の本格的な政策転換が始まったのである。 

 国の介護支援制度の変遷をたどれば、介護の担い手を、一度は「家族」「個人」から「地域全体」＝「企業」

「市場」「ＮＰＯ」へと移していったものが、再び「個人」や「家庭」の元に戻されようとしている。著者は、

このようなもう一度、家庭に戻されようとしている時代を、高齢者介護の第２次「家庭化」時代としたい。 

（４）高齢者介護の「住まい化」時代－「サービス付き高齢者向け住宅」（2010 年代～） 

 2008（平成 20）年に「介護保険法」の一部改正が行われ、「高齢者住まい法」の改正法が 2011（平成 23）

年 10 月 20 日に施行され、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設された。自宅住宅はバリアフリ

ー化の遅れなどにより住みにくく、高齢になると自宅での暮らしに不安を感じてくる。しかし、以前までは、

介護施設を利用するほど身体状態が衰えていなかったら自分に適した住み替え先を見つけるのは難しいとい

われていたので、そのような高齢者のための受け皿として、「サービス付き高齢者向け住宅」が法改正により

新たに創設された。この「サービス付き高齢者向け住宅」の創造には、「特別養護老人ホーム」の待機解消と

いった狙いもある。国は、2020 年までに、この「サービス付き高齢者向け住宅」を中心に高齢者が安心して

暮らせる住まいを約 60 万戸確保したい方針で、補助金などで整備を支援している。しかし、「サービス付き

高齢者向け住宅」の多くが、 低限安否確認と生活相談を入居者に提供するだけのものであって、全てが介

護力の高い住宅整備がなされているとは限らない。このような課題を持ちつつも、この国の行っている現状

を著者は、高齢者介護の「住まい化」時代としたい。 

 

３．高齢者介護の現状 

（１）高齢者介護の新たな「社会化」時代－「介護保険法」の一部改正（2012 年～） 

 そして、再び 2012（平成 24）年には「介護保険法」の一部改正が行われ現状に至る。従来の「高齢者専用

賃貸住宅」と「住宅型有料老人ホーム」では、重度対応の介護サービスが行なわれないため、重い認知症や

重度の身体介護になると、これらの住宅に住み続けることは難しかった。加えて、実質的包括ケアの穴埋め、

受け皿になっていなかった。そもそも日本は、高齢化の進んでいる先進国に比べ、高齢者住宅の整備は遅れ

ているといわれている。しかし、「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」「介護付き有料老人ホーム」「認知

症高齢者向けのグループホーム」等の高齢者住宅の供給は減少傾向にあり、2010（平成 22）年 12 月に厚生

労働省が集計した特別養護老人ホームの入所申込者の状況では、待機者は約 42 万人である（老人保健施設や

介護療養型医療施設に既に入所している要介護者も含まれる）。このような中で、今後「サービス付き高齢者

向け住宅」はこれらの代替的施設となり、これからの受け皿になることが期待される。しかし「サービス付

き高齢者向け住宅」は、サービスの内容が薄いので、重度の要介護者への対応が困難であり、現状ではトラ

ブルの発生する可能性も高い。したがって、「サービス付き高齢者向け住宅」が上記のような代替施設になり

うるためには、重度の要介護になっても安心して住み続けることが出来る仕組みにすることが必要で、現段

階では、代替施設や待機者などの受け皿として入居するものの、その後に高齢化し重度の要介護になると再

度転居する必要が発生する。また、国の政策とは別に、ボランティアなど直接介護と関わりのなかった個人
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が介護に関わる機会が十分とは言えないまでも広がりをみせており、施設・地域などで高齢者介護を通じた

人々の紐帯ができているところもある。そして、住宅や施設、在宅サービスの整備と充実とともに、専門家、

ボランティア、地域住民、それ以外、今まで介護というものと関わりのなかった人などによる生活支援、生

活環境の充実が必要になってくる。つまり、高齢者介護の新たな「社会化」時代が求められているのである。 

（２）総括 

 以上を踏まえて、大きく分けた時のわが国における高齢者介護の思想の流れを表したものが図１－３であ

る。もともと、介護が家庭で行われることが普通であり、貧困の高齢者などだけを対象に老人救護が行われ

た。「老人福祉法」が成立してからも、貧困家庭の救済というイメージは依然として強かったが、施設の分化

がはじまり、施設が増加した。著者は「施設化」と表した。次に国は、1970 年代半ばから在宅介護を重視し

始めた。それを「家庭化」とよんだ。さらに、2000（平成 12）年に「介護保険制度」が成立して、民間企業

が介護事業に参入し、企業が社会サービスとして介護サービスも提供するようになり、この時期に「介護の

社会化」の議論もおこなわれるようになったので、「社会化」＝「企業化」と表した。その後、「介護保険法」

の一部改正により、特定施設の総量規制などもあり在宅介護への本格的政策転換が行われ始めたのである。

そして、国は健康な高齢者の施設待機の受け皿として、高齢者の住まいの整備を充実させていっている。 

 

【図１－３】わが国における高齢者介護の思想の流れ 【図１－４】介護制度をめぐる考え方の変化 

 

第Ⅱ章．高齢者介護の社会化の概念 

 

１．介護の「社会化」の概念のはじまり 

（１）一般的な介護の社会化の流れ 
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 高齢化が急速に進んだ 1980 年代、日本では高齢者の介護問題が深刻化し「社会的入院」の長期化などによ

る医療費の増大もあり、介護問題の解決は、国の財政面からも政策的対応を迫られる課題となった。そして

1990 年代前後から、「呆け老人をかかえる家族の会」（1980 年結成）など介護の当事者たち（家族とりわけ女

性たち）の粘り強い運動による政府や国会、マスメディアへの働きかけもあり、高齢者の介護を社会的サー

ビスによって支えようという「介護の社会化」への理解がひろがった（矢澤 2008）。 

 「介護」が「社会問題」となったのは 1990 年代のことであり、日本社会の少子高齢化が急速に進展する一

方、社会全体の「個人化」や家族の就業構造の変化、男女平等の前進による伝統的な「男女役割分担」論の

後退、老々介護の困難などの要因によって日本の家族力が急速に減少したことのあらわれであった。その高

齢者介護の「社会問題」化に対応して、政府は「介護の社会化」を政策とした（古川 2007）。 

 また、今まで家庭内で主に介護をしていた女性の社会進出などにもより、家族だけで介護をすることは困

難になってきたなどの背景により、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度につい

て定められた、「介護保険法」が 2000（平成 12）年に施行され、介護サービスのあり方は、「措置」から「契

約」へと大きく変わり、施設福祉・在宅福祉など高齢者福祉サービスの需給は拡大した。この時期の前後に

多くの「介護の社会化」論が議論されたのである。 

（２）介護の社会化に関する研究 

 「介護保険法」「介護保険制度」以前の一般的定義は、牧理（1991）による「在宅介護をすすめるために 介

護の社会化に関する研究委員会報告書Ⅰ」で「介護の社会化」の概念定義が 初におこなわれたと思われる。

牧理による「介護の社会化」の一般的定義は、「要介護者の残存自立能力を開発し、自己実現を可能とするた

めに、その介護を家族のみに荷重するのではなく、家族外体系の社会資源を積極的に活用しながら家族と社

会の間での共同介護もしくは協働的介護が行われるプロセスおよび取り組み（牧理 1991）」とされている。

中野（1995）では、高齢者介護を社会的コストの観点・労働力供給の観点からアプローチした「老人ケアの

社会的コストに関する調査研究」と「公的介護の充実による経済的効果に関する調査研究」の実証結果を紹

介し、「高齢者介護の社会化」の経済政策としての有効性を主張している。その中で、中野（1995）は、「介

護の社会化」は「介護の負担の一部を家族から社会へ移すこと」であると示している。介護における深刻な

実態も明らかになってきたこともあり、どちらも介護の負担を「家族から社会へ」という観点は共通してい

る。しかし、その場合の「社会」という概念が漠然としており、社会サービス（介護サービス）へのシフト

転換による支援的視点、主従（する－される）関係的視点という一部の概念に重点がおかれているといえる。 

 介護保険法の導入以降において、樋口（2000）は「介護とは極めて高度な、全人格的な生活援助活動なの

である。介護問題の複雑、深刻化によって、家事・育児同様介護についても、社会化の必要性がもとめられ

ている」と指摘している。栗木（2005）は、2004 年に発足した「介護保険制度」を、家族介護から社会的介

護への切り替え、つまり「介護の社会化」宣言として受け止め、この意味での「介護の社会化」は公的役割

として介護の質の確保とともに保険料や利用者（受益者）負担は誰もが利用できる水準であることも不可欠

の要素であるとしている。そして、施設利用者が負担する調理人件費は、「介護の社会化」にともない発生す

るコストであり、「介護の社会化」にともなうコストは、介護保険による公的な負担が妥当であると主張し、

介護サービスや介護保険制度の範囲での「介護の社会化」を考えていることが分かる。小林（2005）では、

「介護の社会化」の定義はしていないが、「介護の社会化」という観点からみて対照的だと感じた二つの事例

を取り上げている。その中には、介護という縁を通じた紐帯の形成があるかないかでも対照的な事例だと著

者は考えた。古川（2007）では、「介護の社会化」とは、高齢者に対する介護というケアを社会全体の規模で

管理し、調整し、供給することとし、「社会全体による介護」は、現在の介護保険制度によると、「国家」「私
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企業」「市民社会」「家族＝私」によって担われるものであると示されている。小椋（2007）は、日本でも 40

年ほど前までは家族介護が行なわれていたが、その家族介護ができなくなった理由を述べ、それを日本が家

族介護から「介護の社会化」へ移行した経緯としている。そして、「介護の社会化」とは、介護を家族だけに

させるのではなく、社会で介護を担うことである。そのために、国が 2000 年から介護保険制度の実施を始め、

介護サービスが国や地方自治体の予算と、全ての 40 歳以上の国民の掛け金で運営されている、としている（小

椋 2007）。小山（2012）は、「介護の「社会化」」は実現したのか」という論題で論説をおこなっている。自

分の母の介護を体験し、そして、在宅介護の現場でその取材をもとに、2012 年度の介護保険制度一部改正の

概要をふまえて意見を述べている。在宅介護を担う家族の視点からアプローチし、「介護の社会化」の実現を

期待している。しかし、その中で「介護の社会化」の概念そのものについてはふれられてない。小山（2012）

は、「現在の我が国における在宅介護は、未だ家族が大きな負担を強いられている感が拭えない。我が国の今

後を考えると、家族の「絆」や「愛情」に、いつまでも甘え続けてはいけない」と述べている。 

 

２．介護の新しい社会化を目指して 

 このように、1990 年代に広がりを見せた「介護の社会化論」は、多くの研究者等に様々な視点から、研究

がなされているが、そのほとんどが、①介護保険という 40 歳以上の被保険者による保険負担などでの社会全

体で支えあう仕組みとしての財政面での制度的対応、②その他制度充実などによる制度的対応、③社会サー

ビスへのシフト転換による支援的視点、主従（する－される）関係の下での「介護の社会化」への言及・方

法、に留まっている。そして、その社会サービス（介護サービス）の担い手も時代とともに変化し、現状で

は多くが民間企業へとシフト転換し、社会サービス（介護サービス）が「企業化」したにすぎない。 

 しかし、現時点で、そのような制度的課題が十分整備されたとしても、「介護の社会化」が有効に機能する

とは必ずしもいえないのではないか。「介護の社会化」が十分機能し、完成するためには、制度的課題以外に

もいろいろな条件が必要であり、そうした理想的状態を実現していかなければならない。本研究では、現時

点で「介護の社会化」が成功している事例を分析し、そうした制度以外のどのような社会環境条件が必要で

あるかを探求する。著者は、「介護の社会化」の「社会で担う」というこの「社会構造」自身の分析が少ない

ように思う。「社会」という部分に、地域住民などによる個と個の紐帯から始まるネットワークのような繋が

り、つまり介護という縁を通じてできる紐帯の創造・形成とその拡大も含むと考える。 

 

第Ⅲ章．高齢者介護サービスの分類論 

 

 前章でもみたように、高齢者介護制度は、わが国では重層的に重なり合って制度が発達してきているとい

う経緯があり、高齢者介護の分野は、専門概念が複雑多岐にわたる。それにもかかわらず、こうした複雑な

概念はあまり整理されていない。そこで、本研究では、高齢者介護サービスの諸概念を、時間空間、サービ

ス提供主体などの視点を導入し、さまざまな形態で分類することを試みた。 

 

１．高齢者介護サービス分類１－時空間から分類（自宅＝施設間移動関係） 

 筆者は、要介護者の自宅と施設の空間と、昼夜間の時間の中での移動関係から、自宅＝施設間の分担をみ

て、高齢者介護サービスを大きく４つ（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）に分類した。（Ａ）「訪問型のサービス」：介護を必

要とする高齢者は居宅から移動する必要はなく、介護職員や介護士・看護師が訪問し、入浴・排せつ・食事

等の介護サービスを提供してくれる。（Ｂ）「通所型のサービス」：このサービスでは「Door to Door」が基本
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となり、介護士が、契約時間に利用する高齢者の居宅に迎えに行き、施設に移動してケアプランに基づいて

要介護者に送迎・機能訓練・社会的交流・入浴・食事等各サービスを行い、夕方には、高齢者を居宅に届け

る、といった１日単位の日帰り型の、高齢者に移動が伴うサービスである。（Ｃ）「短期入所型（ショートス

テイ）」：家庭の都合などにより、短期の期間、高齢者を家で介護、療養することが困難になった場合、単発・

短期で高齢者が宿泊できる緊急宿泊型のサービスである。（Ｄ）「施設型のサービス」：高齢者住宅・施設を住

まいとし、施設で生活を営んでいる形態である。契約により、高齢者はそこで、必要な介護サービス等を受

けることができる。「小規模多機能型居宅介護」は、2006（平成 18）年４月に創設され、訪問介護・通所介

護、宿泊の３つサービスを１つの事業所が提供しているので「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」とする。 

 
【図３－１（上）】高齢者の時空間移動分類、【表３－１（下）】介護サービス分類一覧 

時空間類
型

都道
府県
主体

市町
村主
体

介護サービス名称 （自宅） 高齢者
の移動

（施設） 自宅に
届く

サービ

日帰
り・送
迎付き

短期間
施設入

所

Ａ ○ 訪問介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 訪問入浴介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 訪問看護 昼・夜 ○
Ａ ○ 訪問リハビリテーション 昼・夜 ○

Ａ ○ 夜間対応型訪問介護 昼・夜 ○

Ｂ ○ 通所介護 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 通所リハビリテーション 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 認知症対応型通所介護 夜 有 昼 ○
Ｃ ○ 短期入所生活介護 有 単発 ○

Ｃ ○ 短期入所療養介護 有 単発 ○
Ｄ ○ 介護老人福祉施設 昼・夜
Ｄ ○ 介護老人保健施設 昼・夜
Ｄ ○ 介護療養型医療施設 昼・夜
Ｄ ○ 特定施設入居者生活介護 一部有 昼・夜
Ｄ ○ 認知症対応型共同生活介護 昼・夜
Ｄ ○ 地域密着型特定施設 一部有 昼・夜
Ｄ ○ 地域密着型老人福祉施設 昼・夜

Ａ＋Ｂ＋Ｃ ○ 小規模多機能型居宅介護 昼・夜 一部有 昼・夜 ○ ○ ○
○ 居宅療養管理指導
○ 福祉用具貸与 ○

居宅介護支援

Ａ ○ 介護予防訪問介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 介護予防訪問入浴介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 介護予防訪問看護 昼・夜 ○

Ａ ○ 介護予防訪問リハビリテーション 昼・夜 ○
Ｂ ○ 介護予防認知症対応型通所介護 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 介護予防通所介護 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 介護予防通所リハビリテーション 夜 有 昼 ○
Ｃ ○ 介護予防短期入所生活介護 有 単発 ○

Ｃ ○ 介護予防短期入所療養介護 有 単発 ○
Ｄ ○ 介護予防特定施設入居者生活介護 一部有 昼・夜
Ｄ ○ 介護予防認知症対応型共同生活介護 昼・夜

Ａ＋Ｂ＋Ｃ ○ 介護予防小規模多機能型居宅介護 昼・夜 一部有 昼・夜 ○ ○ ○
○ 介護予防居宅療養管理指導
○ 介護予防福祉用具貸与 ○  
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２．高齢者介護サービス分類２－サービス提供主体間分類（都道府県と市町村） 

 次に、サービスの主体から分類すると「都道府県主体のもの」と、「市町村主体のもの」の２つに分けるこ

とができる。市町村が主体となっている「夜間対応型訪問介護」「認知症対応型通所介護」「認知症対応型共

同生活介護」「地域密着型特定施設」「地域密着型老人福祉施設」「小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知

症対応型通所介護」「介護予防認知症対応型共同生活介護」「介護予防小規模多機能型居宅介護」は、介護保

険サービスの分類の中で、2006（平成 18）年４月の介護保険制度の一部改正により、新たなサービス体系と

して「地域密着型サービス」に分類されている。 

 

３．介護様態別の考察 

 高齢者は、加齢とともに介護様態も変化していく。したがって、それぞれの介護サービスにおける介護様

態にも着目していきたい。 

（１）介護サービス全体の受給者数推移 

 現在日本では、高齢者数は世界に先駆け加速度的に増加しているものの、「要介護」・「要支援」と認定され

ている高齢者数は、全体の 10％を少し超えるくらいにとどまり、介護サービスを受けている高齢者は、それ

よりやや少ない。また、70 歳を過ぎてから「要介護」・「要支援」の認定を受け、介護サービスを利用する人

が増加する傾向にあり、今後 5～10 年で 70 歳以上の人口は更に増加すると考えられるので、「要介護」・「要

支援」の認定を受け、介護サービスを利用する高齢者も増加するだろう。 

（２）要介護度別の分析（略） 

（３）高齢者が移動を伴わないような「訪問型（分類Ａ）」の入浴・看護や、「介護保険三施設（分類Ｄ）」は

介護度が高い 

 「訪問型」のＡに属するものでは、「訪問入浴」と「訪問看護」のサービスにおいて、介護度５の利用者の

割合が一番多い。また、「介護保険三施設」と言われている介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養

医療施設も同様に、介護度５、４の利用者の割合が一番高くなっている。 

（４）高齢者が移動を伴う「通所型（分類Ｂ）」や「特定施設入所者生活介護（分類Ｄ）」は介護度が低い 

 一方、高齢者が移動を伴わなければならないような「通所型」のサービスや、「訪問リハビリテーション」、

有料老人ホーム・介護付き高齢者向け住宅なども一部含む「特定施設入所者生活介護」では、比較的利用し

ている高齢者の介護様態は低めにある。「訪問介護」と「通所介護」は、どちらも介護様態の割合が一番目二

番目に高いのは要介護１と要介護２であり比較的介護様態の低めの方が利用していることが分かる。 

（５）「地域密着型」「特別養護老人ホーム（特養）（分類Ｄ）」や「認知症関係（分類Ｄ）」は介護度３（中間

的介護度） 

 「地域密着型特定施設入居者生活介護」と「特定施設入居者生活介護」は待機待ちの多い介護３の施設の

「特別養護老人ホーム」の受け皿となることを目的としたものも含むが「特別養護老人ホーム」と比べても、

介護様態の低めの方の利用割合が多く「特別養護老人ホーム」などの受け皿的役割を依然として果たしてい

ないことが分かる。また、認知症の方を対応している「認知症対応型通所介護」、グループホームといわれて

いる「認知症対応型共同生活介護」、単発で利用できる「短期入所生活介護」、「短期入所療養介護」は、要介

護３の方の利用が多いことが分かる。そして、介護３施設、訪問入浴・訪問看護、地域密着型介護老人福祉

施設サービスは、比較的、要介護度の高めの方の利用の割合が高いことが分かった。 

 

４．高齢者介護のライフサイクル構造図 
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 それぞれの介護サービスに占める、その利用者の介護様態をそれぞれ考察していくと、介護を必要とする

高齢者が加齢し、介護様態が高くなってくるとともに、サービスの転換や住まいまで移動する必要性がある

ということが分かった。それらを表わした、高齢者介護の構造図が（図３－３）である。一概に、年齢とと

もに要介護度が高くなるとは言えないが、多くの高齢者が加齢とともに要介護度も高くなる傾向があるので、

縦軸を年齢と介護様態の高低として、高齢者介護での３パターンの構造図を示した。パターン①「居宅パタ

ーン」は、年齢とともに介護様態も変化するが、自宅から住居を移すことなしに、居宅のサービスを使うパ

ターンである。パターン②「介護度低め（特定施設）入居パターン」は、さまざまな理由で、自宅から住居

を移し、そこで必要な介護サービス等を利用し、加齢するパターンである。パターン③「介護度高め（介護

保険３施設＋認知症施設）入居パターン」は、加齢とともに更に介護様態が高くなっても利用できる、介護

サービスへの移動であり、前節で各サービスの利用者の介護様態を考察していったが、パターン③では「介

護保険三施設」など主に施設型の分類Ｄに移るパターンであり、介護様態の高めの高齢者が移動する。 

 

【図３－３】高齢者介護の３線構造図 

 このように多くの高齢者が、加齢とともに介護様態は重度化していき、住・生活環境ともに変化をともな

わなければならないことが分かった。では、我々は、これをどのように社会全体で支えていくのかが重要に

なってくるだろう。次の章で、高齢者介護における地域での成功例を調査する。その事例の施設は、３者と

も介護保険上では「地域密着型サービス」に分類される。事例１の「板橋の町家ほっこり」は、「認知症対応

型通所介護」「小規模多機能型居宅支援事業所」を併設しており、「認知症対応型通所介護」が（図３－１）

の４つの分類の中でＢに、「小規模多機能型居宅支援事業所」がＡ＋Ｂ＋Ｃに対応している。事例２の「松原

のぞみの郷」は、「小規模多機能型居宅支援事業所」でありＡ＋Ｂ＋Ｃに対応している。事例３の「ちくりん

えん」は「認知症対応型共同生活介護」でＤに、「くま五郎の家」は「認知症対応型通所介護」でＢに分類で

きる。そして、（図３－３）の３線構造図では、「板橋の町家ほっこり」と「松原のぞみの郷」と「くま五郎

の家」はパターン①、「ちくりんえん」はパターン③である。 
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第Ⅳ章．地域における高齢者介護での紐帯の創造 

 

１．事例① 紐帯生成型「高齢者介護事業所」《開放性を活かした紐帯の生成》「板橋の町家ほっこり」（認知

症対応型通所介護、小規模多機能型居宅支援事業所）介護保険上の類型：地域密着型サービス 

（１）概要 

 「板橋の町家ほっこり」の運営主体は社会福祉法人の「京都老人福祉協会」である。「社会福祉法人京都老

人福祉協議会」は、1957（昭和 32）年 6 月に京都社会福祉協議会が中心となり、京都市の指導援助を得て設

立された。「社会福祉法人京都老人福祉協会」は同年 1957（昭和 32）年 7 月に施設許可を受け、「生活保護法」

による養護施設京都老人ホームを設立し、次に伏見・深草地域を中心にさまざまな福祉サービスを拡充し、

2006（平成 18）年 6 月に「板橋の町家ほっこり」も開設した。「板橋の町家ほっこり」は、一つの町家で１

階部分では「和喫茶さくら」、「認知症対応型通所介護」、２階部分では「小規模多機能型居宅介護」を運営し

ている。「社会福祉法人京都老人福祉協会」では、「板橋の町家ほっこり」以外にも、町屋・空き家を活かし

た高齢者福祉施設がある。 

 「板橋の町家ほっこり」の建物は、1920（大正 9）年に建てられ、醤油問屋であった地区 100 年余りの歴

史的な町家を改修したものである。京都の伝統的な町家を活かして、街並みにも馴染んだ事業所となってい

る。玄関にはすだれがかかり、手づくりの看板とともに、１階に併設しているカフェ「和喫茶さくら」の看

板もかかげている。醤油問屋の後、安藤医院という町の病院であったので、地域の住民や認知症の高齢者の

方も、「昔は町の病院だったところ」という認識はある。しかし、介護施設を開設してからは、初めは地域の

人からも「何をしているのか分からない」といった声や、「町家が立派過ぎて敷居が高い」といったイメージ

があったようだが、事業所から地域に様々なことを通して働きかけ、開放的にし、現在では、板橋の地域に

根付いてきている。玄関を入ると、すぐエレベータがあり、古い町家を活かしつつ、近代的な設備、空間の

中で新旧を共にした、生活空間が営われている。そのような板橋の町家の紹介とともに、開放性を活かした

紐帯の生成をみる。 

（２）主な取り組み（略） 

１）広報誌による情報発信と共有（京都老人福祉協会） 

２）ブログの活用による情報発信 

３）地域との交流の場 

４）みんなで創造した場 

５）「和喫茶さくら」 

（３）まとめ 

 「板橋の町家ほっこり」は、京都に根づく伝統的な町家を再生し、１階部分はカフェの「和喫茶さくら」

と「認知症対応型通所介護」、２階部分は「小規模多機能型居宅介護」がひとつの町家で併設している。 

①広報誌： 運営主体の「京都老人福祉協会」が、運営している事業所の活動も合わせた「定期的な広報誌」

を発行している。 

②ＩＴ環境： 同事業所では、ＨＰでも広報誌が閲覧できるようになっている。介護業界は、金銭的な問題

や労働的な問題もあり、ＨＰを作るまで手が回っていない事業所も多い。そのような中で、「ＩＴ環境」が整

っていて定期的に更新され、事業所の広報誌まで閲覧できるのは、介護業界の中では先進的で、開放的であ

ると考えられる。また、同事業所では、ブログの活用も行われていた。誰でも閲覧し、コメントをすること
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ができ、ブログからもその事業所の雰囲気や日常でどんなことをやっているかが分かる。ＩＴ環境が整って

いるだけでも、その事業所の情報を多く発信することができ、京都老人福祉協会が運営している各事業所同

士でも情報の共有を容易に行うことで、事業所のサービスの質の向上・従業員の意欲の向上にも繋っている。 

③地域との交流： 同事業所は、積極的に地域に施設を開放し、地域の人々が気軽に足を運べる場となって

いる。ボランティアの募集などはしていないが、縁を通じて知り合った人や以前施設を利用していた高齢者

の家族（ＯＢ・ＯＧ）などがボランティアとして来てくれることはあるようだ。そして、施設の中は多くの

方々が創造している空間となっていた。また、介護施設と併設して直接介護と関係ないであろう「カフェ和

喫茶さくら」では、施設を利用している人だけでなく、地域の人、役場の人、利用者の家族、たまたま近く

を通った人、町家カフェを目的に来た人など、さまざまな人々が訪れ、介護施設が併設しているので見学し

て帰る人もいる。また、定期的にサロンを開き開放することでも、直接介護と関わりのない人々が訪れてい

る。しかし、著者はこの直接介護に関わりのない人々が訪れるというのは、介護業界にイノベーションをも

たらすと考える。介護現場からしたら、直接介護と関わりのない人というのは、よそ者であり刺激的である。

介護と関わりもなく知識もない人が訪れ、見学をしたとしても、その人の価値観で施設は評価される。つま

り施設にとってよそ者は、一番厳しい評価者であるとも考えられる。しかし、それらは緊張感も生み出し、

施設の質の向上、職員の意識の向上にも繋がるのは事実である。また、直接介護と関わりのなかった人も、

たまたま和喫茶さくらがきっかけで施設に訪れ、併設した介護施設を見学する機会があると、介護に対する

認識やイメージも変わることもあるだろう。 

 

２．事例② 紐帯創造型「高齢者介護事業所」《施設から縁を通じた紐帯の創造》「松原のぞみの郷」（小規模

多機能居宅支援事業所）介護保険上の類型：地域密着型サービス 

（１）概要 

 「松原のぞみの郷」の運営主体は、社会福祉法人の「カトリック京都司教区カリタス会」である。「のぞみ

の園」として事業を始め、1995 年７月に東九条に京都市の公設民営型の第一号の老人ホーム他事業を開始し

た。2001 年９月には島原に京都市の公設民営型のデイサービスセンター他事業を開始し、2007 年４月に松原

で独自事業として小規模多機能型居宅介護事業を始めた。2008 年には崇仁にも京都市の公設民営型のデイサ

ービスセンターや他の事業所を開始している。京都市下京区松原通りの松原商店街に面して、独自事業とし

て行われている「松原のぞみの郷（小規模多機能居宅支援事業所）」をヒアリングした。「松原のぞみの郷」

は、もともと味噌問屋であった 150 坪、築 125 年余りの歴史的な京町家を改修し、京町家を活かした介護事

業所で、玄関にすだれがかかり、看板も手作りである。『日経アーキテクチュア』2007 年 11 月 26 日号にも、

商店街の古い町家の再生として、取り上げられている。内観は、京町家のもつ、温かみのある雰囲気を残し

ながら、光と風を存分にとりいれている。規模は大きく、坪庭や通り庭、蔵がある立派な町家といえる。 

（２）主な取り組み 

１）機関紙による情報発信と共有 

 ①家族の手記、②地域住民からの手記、③元職員からの手記、④職員の思い、⑤ボランティア紹介、⑥運

営報告、⑦介護保険情報、等を掲載している。 

２）家族との持続的な交流の場 

３）家族との情報の共有ツール 

４）地域・町内との関わり合い 

５）ボランティアの受け入れ 
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（３）まとめ 

 「松原のぞみの郷」も、京都ならではの歴史的な町家を再生して、独自事業として「小規模多機能型居宅

介護事業」を行っている。同事業所でも、情報の発信・共有のツールとして、月一回定期的な「機関紙」を

発行している。同事業所の機関紙の特徴としては、事業所だけでなく、家族・職員・元職員・地域住民・地

域ボランティアなども巻き込んだ、事業所以外にも多くの人々に影響を与えるものとなっている。つまり、

同事業所では、参加型の機関紙の発行を行っていて、機関紙が人々の結びつきのツールとなっているのであ

る。職員・家族・ボランティアなどのモチベーションを高たり、結びつきを保ったりしていることが分かっ

た。 

 同事業所では、施設を利用する高齢者の家族との関わりを重視していて、定期的に「家族だけのレクレー

ション」や「施設を利用している高齢者も含めたレクレーション」など工夫をして家族の本音を引き出して

いる。また「連絡帳」も用いて家族との信頼関係も構築にも努めている。そして、行事などにも家族の積極

的参加を促しているようだ。このように、同事業所では、施設を利用する高齢者の家族との関係性も重視し

た取り組みも多く、他の事業所と比較したときに、多くの仕掛けがあり、多くの立場からのニーズをもとに、

事業をおこない、それぞれでWIN-WINの関係が発生していることも分かった。 

 また、同事業所でも「地域における開放性」は高い。事業所の奥にあった蔵も改修し、「会議室」として使

用し、商店街組合の会議などにも使われ、その二階は商店街組合等で使用する物の保管場所ともしているな

ど、施設内の一部が地域の共有スペースとなり、地域住民も気軽に足を踏み入れることができる。 

 そして、同事業所には、毎日のように何らかの個人ボランティアの方が来ている。京都ボランティア協会

とも連携を図り、積極的にボランティアを受け入れたり、企業からの研修等でのボランティアも受け入れた

りとボランティアを持続的に確保する体制を整えている。ここでも、ボランティアの中に以前施設を利用し

ていた高齢者（ＯＢ・ＯＧ）の家族が存在していた。日々ボランティアも多く出入りしているということか

らも開放性があり、地域にある一つの施設から、施設の中だけの人々の関わりだけでなく、地域の外へも広

がり、紐帯の創造・形成・連鎖が起こっている。 

 

３．事例③ 紐帯拡大型「高齢者介護事業所」《介護の縁を通じた紐帯の拡大》「ちくりんえん」（グループホ

ーム：認知症対応型共同生活介護）」介護保険上の類型：地域密着型サービス、「くま五郎の家」（ラホールデ

イサービスセンター：認知症対応型通所介護）」介護保険上の類型：地域密着型サービス 

（１）概要 

 「ちくりんえん」の立地条件は、京都府のほぼ中央部に位置し自然豊かな京都府南丹市にある。南丹市は、

園部と亀岡の谷間に位置している。「ちくりんえん」の運営主体は、社会福祉法人の「未生会」である。社会

福祉法人「未生会」は 1984 年 12 月 25 日に設立され、1991 年 1 月 1 日に「ちくりんえん（グループホーム：

認知症対応型共同生活介護）」の事業を開始した。認知症に対して、施設に対して、偏見も多く、「施設は反

対！」と言われたが、地域住民に頭を下げたという。その後、2007 年２月１日に「くま五郎の家（ラホール

デイサービスセンター：認知症対応型通所介護）」を始動し、南丹地域での認知症高齢者に対し、地域の関

係機関と連携し「認知症介護支援者教室」を始め、地域からの認知症介護支援に関する心配事相談窓口とし

て「シルバー110 番（24 時間体制）」を設置した。「シルバー110 番」では、地域の人も受けることができる「研

修制度」を設け、研修の修了者は「地域委員」の参加資格が得られる。そして、地域委員への参加を承諾し

た人は、「Ｓ－110 の家」という看板を掲げることができ、地域の認知症相談支援窓口となる。このように

「ちくりんえん」「くま五郎の家」は、介護施設であるが、単に介護業務だけではなく、地域の中で何ができ
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るのかを考え、そしてその活動を通じて介護施設の役割が見直されてきている存在である。 

（２）主な取り組み（略） 

１）〈正しい住民理解の確立〉 

①事業所の開放 

②本人や家族の想いを伝える機会 

③認知症に対する知識の提供 

④地域密着型事業所の役割と機能を地域に発信 

２）〈住民で支え合う環境づくり〉 

①地域住民が地域住民のための相談窓口 

②早期発見・早期対応 

③認知症支援現場を体験する 

④２４時間相談受付体制 

３）〈介護施設が「市民学習の場」を提供〉 

４）〈オーダーメイド型認知症勉強会〉家専用型「出前講座」 

５）〈即席勉強相談会〉 

６）まとめ 

（３）「シルバー110 番」（略） 

１）「シルバー110 番」の活動開始 

２）〈「Ｓ－110 の家（地域認知症相談支援窓口）」の形成〉 

３）「シルバー110 番」の仕組み 

４）実際にあった事例 

（４）まとめ 

 「ちくりんえん」と「くま五郎の家」も、前に取り上げた２つの事例と同様、介護保険上では「地域密着

型サービス」に分類される。「ちくりんえん」と「くま五郎の家」は近くに併設されており、「ちくりんえん」

は一階建ての平屋の小規模な建物で「グループホーム」を、「くま五郎の家」は、空き家の一階部分を改修し

て「認知症デイサービス」として運営している。 

 同事業所は「地域に還元」という意識が高く、地域住民のために働きかけた取り組みを多く行っている。

同事業所を開放し、市民学習勉強会や即席勉強相談会や即席講座など、認知症介護支援について学べる体験

や機会の場を提供し小学校・中学校・高校・専門学校など学校機関にも訪れ、連携を図り、学び考える機会

を作るなど、高齢者介護事業として「開放性」は高い。 

 これらの「学習の場」というのが、今後の日本の介護を考えていくにあたっても、必要であり、これらを

通じて新たな多世代を交えた、繋がりの広がりを見せるとも考える。また、「介護についての学習機会自体」

が我々には不足していて、介護を家族や自分が必要になって初めて考えるようになり、それでは遅いのでは

ないか。核家族も増え、子ども達は自分の祖父、祖母との実際の生活上での関わりは減り、家で介護に触れ

る機会というのはあまりない。しかし、介護もほとんどの人が加齢とともに必要となる可能性はあり、専門

的すぎる知識までは、学ばないにしても基礎的知識や情報は、子どもの頃からなんとなく知っていることで、

介護も含んだ自分自身のライフプランを考えやすくなるのではないかと感じる。 

 「ちくりんえん」と「くま五郎の家」の事業所では、特徴的な取り組みとして、地域ボランティアに値す

る人々も含んで行っている「シルバー110 番」という「Ｓ－110 の家（地域認知症相談窓口）」の仕組みを確
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立していた。「シルバー110 番」では、地域の人々も受けることのできる「認知症介護支援の研修制度」を設

け、研修の修了者は「地域委員」の参加資格が得られ、参加の承諾をした方は「Ｓ－110 の家（地域認知症

相談窓口）」と玄関などに掲げることができ、そして早期に小さな住民レベルの悩みなど大きな問題になる前

に発見することができる。この「シルバー110 番」の仕組みの中の「間接連絡型のネットワーク」では、「Ｓ

－110 の家（地域認知症相談支援窓口）」がカギであり、これが住民同士で相談、悩み事を発見する基盤とな

り、ネットワークの中でにそれらの疎外されていた人、疎外されがちな人を吸い上げる役割を果たすと考え

る。そして、地域認知症相談所同士でも研修会等があり、関わりが持てるようになっている。つまり、地域

住民による地域住民のための相談窓口が随時にあり、住民レベルでの早期発見早期対応に繋げ、暮らしの中

で地域セーフティーネットをつくっているのである。 

 また同事業所では、ボランティアという言葉は直接的には、出てこなかったが、地域認知症相談支援窓口

で相談を受けている地域住民が地域ボランティアのような存在を担い、責任を持って働きかけている。そし

てこれらは、個人ボランティアに近いような存在である。この地域ボランティアに値する人たちは、介護と

いう縁を通じて、地域ボランティアとなっている人も多く、ここでも以前「ちくりんえん」や「くま五郎の

家」を利用していた高齢者（ＯＢ・ＯＧ）の家族の存在が発見できた。施設を利用していて、他の施設や自

宅、病院等に移ることもあるが、亡くなるなどすると家族は介護とは一見縁がなくなるように思えるが、「や

り残したことがある」「自分もなにかしたい」と一度介護に関わったという縁からもう一度関わりを持とうと

する結びつきができるようだ。 

 

第Ⅴ章．高齢者の介護を通じた関係性 

 

１．現在日本におけるコミュニティ・ボランティアでの問題意識 

（１）コミュニティからネットワークへ 

 古典的社会学的理論によると、都市においては、コミュニティは存在しないか、弱められた形態での存在

となる（たとえば、ノックス 1993；1995）。コミュニティとは、辞書では「居住地域を同じくし、利害をと

もにする共同社会。町村・都市・地方など、生産・自治・風俗・習慣などで深い結びつきをもつ共同体。地

域社会（大辞泉）」とされている。しかし、コミュニティは崩壊したとしても、人間が複数存続し、関わりを

持ち始めると、新たなネットワーク（紐帯）は発生する。それらのネットワークには、強い連帯で存在する

ものと弱い連帯で存在するもの、前者と後者を併せ持ったもの、それぞれが存在する。都市においてのコミ

ュニティの崩壊など多く問題視されているが、人間がその都市にいなくならない限り、我々は何らかの強弱

のあるテーマを持って紐帯を発生させる。したがって、コミュニティは一度崩壊しても、数限りなく独立の

グループに分裂し、新たなネットワークの形で発生する。 

（２）ボランティアの継続と持続的創造 

 ボランティアが社会の中で力を発揮するには、①ボランティア志願の人と必要とする現場とを結びつけ、

ボランティアする人・される人がよい間柄になれるようにさりげなくバックアップする存在や、②役割や性

格の違う団体や個人を志しで結びつける存在、の二通りのコーディネーターが必要だといわれている（大熊

2008）。そしてボランティアは、継続することで生み出されるものがあり、そこから新たな創造性を生み出す

ことができると著者は考える。ボランティアというのは、第三者、いわゆるよそ者であるからこそ、施設に

入り上でこむ上でリスクはあるものの、施設（従業員）や利用者に積極的な刺激や影響を与えうるので大き

な存在となる。 
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２．さまざまな関係性から創造・拡大する紐帯 

 ヒアリング調査を通じて、施設利用者（介護を必要とする高齢者）・利用者家族・元利用者家族・施設（従

業員）・近隣施設・地域（町内会・商店街）・ボランティア・行政等さまざまな関係性から紐帯が形成されて

いくことが分かった。 

（１）それぞれの関係性からの分析 

 この項では、主体論とその間の相互作用としてのネットワークの観点から分析する。筆者の提唱する介縁

の図５－１を構成するネットワーク①～⑬に対応し、以下の項目をたてる。 

 
【図５－１】新しいタイプの結びつき 

１）板橋の町家 ほっこり 

（介縁図のネットワーク番号①）利用者（高齢者）と施設（職員） 

（介縁図のネットワーク番号②）利用者（高齢者）と地域住民 

（介縁図のネットワーク番号③）施設（職員）と地域住民 

（介縁図のネットワーク番号④）施設（職員）とボランティア 

（介縁図のネットワーク番号⑤）利用者と利用者 

２）松原のぞみの郷 

（介縁図のネットワーク番号①）利用者（高齢者）と施設（職員） 

（介縁図のネットワーク番号⑥）家族と施設（職員） 

（介縁図のネットワーク番号⑦）利用者と家族と施設（職員） 

（介縁図のネットワーク番号③）施設（職員）と地域（町内会・商店街） 



森本静香（2013）「高齢者介護の新たな社会化モデル－高齢者介護を通じてできる紐帯「介縁」ネットワーク－」 
『創造都市研究ｅ』８巻１号（大阪市立大学大学院創造都市研究科電子ジャーナル） 

 

 １７

（介縁図のネットワーク番号⑧）施設（職員）と同業団体 

（介縁図のネットワーク番号⑨）行政との連携 

（介縁図のネットワーク番号⑩）元利用者の家族との関係 

（介縁図のネットワーク番号④）地域ボランティアとの関係 

３）ちくりんえん・くま五郎の家 

（介縁図のネットワーク番号⑪）利用者（相談家族）と地域ボランティア 

（介縁図のネットワーク番号⑫）地域と地域ボランティア 

（介縁図のネットワーク番号⑬）地域ボランティアと地域ボランティア 

（介縁図のネットワーク番号④）地域ボランティアと施設 

（介縁図のネットワーク番号⑦）利用者と家族と施設 

（介縁図のネットワーク番号⑧）同業団体と施設 

（介縁図のネットワーク番号⑨）行政と施設 

（介縁図のネットワーク番号③）地域と施設 

（２）３つの事例の検証（略） 

３．高齢者介護を通じた「旧型」の人々の紐帯（略） 

４．高齢者介護を通じた「新型」の人々の紐帯（略） 

 

第Ⅵ章．高齢者介護を通じた紐帯「介縁」ネットワークとソーシャル・キャピタル論 

 

１．「介縁」の定義 

 本研究における、成功している高齢者介護において、多くの人々の関わり合いからの紐帯の芽が生成され、

創造されていき、そして拡大して広がりをみせていることが分かった。現在、この紐帯の形成は、以前まで

の高齢者介護の現場では見られなかった、新しい紐帯の形成であるといえる。この新しい紐帯こそが、今後

の高齢者介護において、そして高齢者介護の社会化の実現のカギといえると思われるので重要である。 

 「介縁」の定義は、「介護という縁を通じた人々の紐帯形成」である。本論文では、おもに高齢者介護を通

じた紐帯形成と捉える。「介縁」は、先ほども述べたように、成功している高齢者介護の現場において、以前

には見られなかった新しい紐帯形成であり、「旧型」の紐帯から変化をし「新型」の紐帯へと紐帯形成が拡大

した新しいタイプの紐帯である（図６－１）。その紐帯は、介護という縁を通じた人々の関わり合いから、紐

帯の芽が生成され、創造されていき、さらに拡大もしていく。そして、その紐帯は、信頼関係の下で継続し

ていくのである。 

 「介縁」では、介護を必要とする高齢者の存在が不可欠であり、介護現場では介護の根底にある主従（す

る－される）の関係が存在するので、単なる高齢者介護の現場を通じてできる人間関係や古いコミュニティ

とは異なるものとする。つまり、「介縁」は、中心に介護を必要とする高齢者の存在があって成り立ち、それ

を中心として直接「介護」と関わりを持っていなかった個人にまで拡大し、「介護」というキーワードと縁を

通じて結びつきをもち、紐帯が形成されていくのである。 

 前章から、「介縁」には、①高齢者介護において介護を必要とする高齢者を中心に内部や個人個人に「信頼

関係」のもとで紐帯形成がなされ、②「何かしたい、役に立ちたい」といった奉仕的感情のもと「Win－Win

の関係」となる、サステイナブル（持続的）なネットワークとなり、③もともと介護の根底にある主従（す

る－される）の関係性を越えた、新しいアイディアや直接介護と関わりのない人たちを受け入れ、個々の介
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護を必要とする高齢者に対応できる柔軟性や受容性があるような「開放性」があるといった特徴があること

が分かった。 

 

２．ソーシャル・キャピタル論の概念 

 近年、しばしば「社会関係資本」や「信頼」・「規範」・「ネットワーク」というキーワードや関係性で、ソ

ーシャル・キャピタルという概念が注目されている。 

 前述での「介縁」は、「介護という縁を通じた人々の紐帯形成」であった。前章までの事例からも分かるが、

この「介縁」には、①高齢者介護において介護を必要とする高齢者を中心に内部や個人個人に「信頼関係」

のもと紐帯形成がなされ、②「何かしたい、役に立ちたい」といった奉仕的感情のもと「Win－Win 関係」と

なる、サステイナブル（持続的）なネットワークとなり、③もともと介護の根底にある主従（する－される）

の関係性を越えた、新しいアイディアや直接介護と関わりのない人たちを受け入れ、個々の介護を必要とす

る高齢者に対応できる柔軟性や受容性があるような「開放性」があるなどの特徴がある。 

 「介縁」は、こうした「信頼関係」「Win－Win関係」「開放性」などの特徴をそなえたネットワークである

ので、ソーシャル・キャピタルの一種であると考えられる。そこで、ソーシャル・キャピタルを応用して、

「介縁」の理解を深めていく。 

（１）ソーシャル・キャピタルの定義 

 「ソーシャル・キャピタル（略する場合はＳＣ）」は、「社会資本」と直訳されるが、いわゆる道路などの

インフラとしての物的資本ではなく、人的資本を表わす言葉であるため、現在では「社会関係資本」と訳す

のが一般的である（川島 2010、小長谷ほか 2006；2008）。川島（2010）は、ＳＣの定義は、概ね「信頼」「規

範」「ネットワーク」であるといわれていると述べている。小長谷（2012）は、①内部において「信頼」のネ

ットワークが結ばれている、②新しいアイディアを出したり、受け入れられる「開放性」をもっている、③

サステイナブル（持続可能）であるための「互酬性（Win－Win 関係）」があること、といったこのような関

係性を表現するものとしてソーシャル・キャピタル（社会関係資本）という概念が近年提唱されるようにな

ってきたと述べている。ソーシャル・キャピタル概念を一般に広めたのは、ハーバード大学行政大学院の行

政学者パットナム『哲学する民主主義』（Putnam et al.1993：邦訳あり）であるとされている。パットナムに

よるソーシャル・キャピタルの一般的定義は、「協調的行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる

信頼、規範、ネットワークのような社会組織の特徴」（Putnam et al.993：邦訳；Putnam2000：邦訳）とされて

いる。 

 企業におけるソーシャル・キャピタル（社会関係資本）にアプローチし、人々のあいだの信頼関係に基づ

いた「つながり」などを考えた Cohen（2003）では、「ソーシャル・キャピタルは、人々のあいだの積極的な

つながりの蓄積によって構成される。すなわち、社交ネットワークやコミュニティを結びつけ、協力行動を

可能にするような信頼、相互理解、共通の価値観、行動である。」と定義している。世界銀行では、ソーシャ

ル・キャピタルを「社会構造に埋め込まれた、規範や社会的関係であり、人々が望ましい、目標を達成する

ために行動を調整することを可能にするもの」と定義している。山村（2010）は、ソーシャル・キャピタル

の定義を「個人的および社会的組織において存在し、協調行為を可能にし得る信頼・規範・ネットワークな

どを構成要素とした関係上に関わる概念」と言い表している。ソーシャル・キャピタルとまちづくりとの関

係論としては、都市学者ジェイコブス（Jacobs1961）が、都市内部下町（ボストン）の近隣におけるコミュニ

ティ意識の重要な機能について論じたことが起源といわれている。 

 では、ソーシャル・キャピタル論からみると、介縁はどのようなモデルになるのだろうか。次に、ソーシ
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ャル・キャピタルの類型から考えていきたい。 

（２）ソーシャル・キャピタルの類型論－「橋渡し（Ｂｒ）型」と「結合（Ｂｏ）型」 

 川島（2010）は、ソーシャル・キャピタル（ＳＣと略す）の概念を、先行研究をレビューすることで整理

している。そしてソーシャル・キャピタルの類型論として、①「橋渡し型」ＳＣと「結合型」ＳＣ、②「垂

直型」ＳＣと「水平型」ＳＣ、③「構造的」ＳＣと「認知的」ＳＣの３つを挙げている。 

 また、これに加えて、小長谷（2012）では、まちづくり・地域づくりでよく用いられるソーシャル・キャ

ピタルの分類として、①伝統的コミュニティなどのボンディング型（Ｂｏ：結束型）、②コミュニティ等の集

団間をつなぐブリッジング（Ｂｒ：橋渡し／接合型）、③行政などの機能的に異なった団体をつなぐリンキン

グ型（Ｌｋ：連携型）、と分類している。そして、現在では、多くのソーシャル・キャピタルの研究者は、伝

統的なコミュニティ（Ｂｏ型）だけでなく、アソシエーション的なもの（Ｂｒ型）が重要であろうと考えて

いる（小長谷 2012）。 

 川島（2010）の類型整理の、①「橋渡し型（Ｂｒ型）」ＳＣと「結合型（Ｂｏ型）」ＳＣの比較では、「橋渡

し型（Ｂｒ型：bridging）」は、異質なものを結びつけ、「結合型（Ｂｏ型：bonding）」に比べ、弱く薄い結び

つきであるが、開放的で広い互酬性を生み「外部志向的」である。「結合型（bonding）」は、同質的な結びつ

きで、大学の同窓会や、地縁の深い結びつきなどがこれに当たり、強い結束のある結びつき「内部志向的」

であり、この性格が強すぎると、閉鎖的で排他的になりがちであるとする。 

（３）介縁モデルのソーシャル・キャピタル的解釈 

 上記のように「介縁」は、「信頼関係」「Win－Win 関係」「開放性」などの特徴をそなえたネットワークで

あるので、ソーシャル・キャピタルの一種であると考えられる。それでは、「介縁」はどのようなタイプとい

えるのだろうか。 

１）介縁は、「結合型（Ｂｏ）」に立脚した「橋渡し型（Ｂｒ）」で、「Ｂｒ－Ｂｏ混合型」のネットワーク 

 ① 現在では、独居の高齢者も増え、時代とともに家族の形態も多様化してきたことにより、高齢者介護

自体が、家庭内だけで行うもの、といった認識ではなくなった。しかし、まだ多くの場合は、介護を必要と

する高齢者は、家庭に属している。 

 ② また、家庭から離れ独居、施設住まいになった場合でも、その個人は地域に属する。むしろ、それら

は、地域に属する権利があるといってもよい。つまり、高齢者介護を取り巻く環境には、前章で著者が示し

た、利用者（高齢者）・家族・施設（職員）・行政・地域が主な構成要素となり、高齢者を中心に主従（する

－される）の関係性を多く持ち、強い力をもった「血縁」・「地縁」型の紐帯である、「旧型」の紐帯が存在す

るのである。介護が必要となった高齢者は、ソーシャル・キャピタル論でいう、伝統的・古いコミュニティ

などの「結合・結束型（Ｂｏ型）」にもともと帰属していた。 

 ③ しかし、高齢者介護自体は、一面で市場の中にある。【「施設」から「利用者＋家族」へのサービス】、

【「利用者＋家族間」から「施設」への料金（保険含む）】の授受と解せるゲゼルシャフト的ビジネス関係で

あることから、近代的紐帯のネットワーク＝「橋渡し型（Ｂｒ型）」に他ならない。 

 ④ これらの利用者、家族、地域のＢｏ型紐帯と利用者、家族、施設のＢｒ型紐帯を核として、さらに、

ボランティア的、アソシエーション的ネットワーク＝「橋渡し型（Ｂｒ型）」が拡大する。すなわち、その外

側に、これらを拡大する「ボランティア」「ＯＢ・ＯＧ（元家族）」「同業団体」「行政」などとの近代的紐帯

のネットワーク＝「橋渡し型（Ｂｒ型）」が広く展開した形である。 

 ⑤ 以上から、ソーシャル・キャピタル分類論からみると介縁モデルは、Ｂｏ型・Ｂｒ型が複雑にからみ

あった新しいタイプの「Ｂｏ＋Ｂｒ複合型」といえる。 
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２）強弱の紐帯をあわせもつ介縁（略） 

 

３．介縁の限界 

 「介縁」は、「高齢者介護において縁を通じた紐帯」であり、その紐帯は介護という縁を通じた人々の関わ

り合いから、紐帯の芽が生成され、紐帯は創造していき、さらに拡大もしていく。そして、その紐帯は、信

頼関係の下で継続していくのである。「介縁」は、Ｂｏ型の部分は、閉鎖的で発展が無くなる可能性もあるが、

一方でＢｒ型の開放的なネットワークの中で信頼関係も持続しやすく大きな発展もしている。 

 「介縁」の限界として、前章での高齢者介護におけるそれぞれの関係性の考察からも分かることは、例え

ば、利用者（高齢者）と施設（職員）との関係性から考えると、二者の間に「信頼関係」が形成されない状

態であると、その二者の間柄は単なる主従（する－される）だけの関係となり、高齢者介護という縁を通じ

た良好な紐帯である「介縁」はできにくくなるのである。つまり、信頼関係が形成されない状態であると「介

縁」の形成や持続が困難になるので、「信頼関係」が大切な条件である。「介縁」は、高齢者介護という縁を

通じた紐帯であるので「介護」というキーワードと縁があり、関わりをもつというところから始まるので、

そのような状況や機会が社会にあるということも重要となる。したがって、高齢者介護を取り巻く環境にお

いて、個々の関係性の欠如や他人への無関心、介護への無関心・無縁という状況下では、「介縁」が形成され

ることは、不可能であるといえる。また、「介縁」は、介護に対する、理解不足、固執した認識により閉鎖的

になりうるといった、マイナス面をも持つ。さらに、「介縁」は、高齢者介護において介護という根底に主従

（する－される）の関係性をもつという特徴があり、プライベートなことでもあり、プライバシーの問題や

個人情報の問題もはらむのである。 

 

第Ⅶ章．高齢者介護の新三重構造と社会化 

 

１．二重構造から新三重構造モデルへ 

（１）高齢者介護の二重構造 

 高齢者介護は、宗教家による救護から始まり、そのあと、近代国家になり国としての救護となった。1929

（昭和４）年の「救護法」の成立後、高齢者介護の背景にある救護について、民間の養老院が参加しており、

少しばかり民間も参入していたことが分かる。しかし、1945（昭和 20）年、第二次世界大戦後、養老院が公

的施設として「養老施設」に変わり、保護費（措置費）で運営されるようになった。このように、「介護保険

法」が 2000（平成 12）年に施行されるまでは、概略としては、高齢者介護においては、国が介護サービスの

担い手の中心であった。このように、国や国家制度が中心となり、一部の高齢者介護において救済・措置的

な状況の背景を、ここでは二重構造としたい。 

（２）高齢者介護の三重構造 

 2000（平成 12）年に施行された「介護保険制度」により、介護サービスの担い手は、従来とは変化をみせ

た。介護保険法施行前まで介護サービスの担い手は、地方公共団体など公的主体のものか、行政から委託を

受けた社会福祉法人、医療法人であった。しかし、新「介護保険制度」施行後は、それが、Ａ）申請者が法

人である、Ｂ）事業所の従業員の知識、技能並びに人員が厚生労働省令で定める基準および員数を満たして

いる、Ｃ）居宅サービス事業の設備および運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができる、

といった一定の条件を満たし、都道府県による指定を受ければ、民間企業が、指定事業者として介護サービ

スに参入することが可能となった（伊藤 2005）。つまり、二重構造では高齢者介護というのは、措置制度体
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制で救貧な高齢者などの一部の高齢者の生活管理的傾向が強かったが、それが施設の分化やサービスの多様

化・民間企業の参入が進み利用者主体と言われるようになり、変化していった高齢者介護の構造となった。

これを三重構造とする。 

（３）高齢者介護の新三重構造 

 現在、一般的にいわれている「高齢者介護の社会化」の実現は「介護保険制度」として制度的に保険負担

する 40 歳以上の担い手、直接サービスを行う企業・市場に任せたものにとどまり、上記に示した「三重構造

＝介護の企業化」にすぎないと分かる。 

 しかし著者は、本論文で取り上げた、現在、先進的な活動をしている高齢者介護サービス事業所を調査し

ていると、高齢者介護の取り巻く環境が変化し、「介縁」による紐帯から結びつけられた人々を含んだ構造と

なっていることを発見した。そうしたことから、新三重構造が望ましいのではないかと思われる。 

 国・地方・制度の傘下に、従来どおり介護の担い手として、様々な形態の介護サービス事業者が入ってい

る。しかし、それと同様に調査では、個人ボランティア・団体ボランティアを運営するボランティア団体や

ＮＰＯ法人、以前介護サービスを利用していた高齢者の家族やその他直接介護と関わりのなかった人など、

「介護」というキーワードとの縁による紐帯「介縁」から結びつけられた人々が存在することが分かった。

また、これらの人々を含んで、前章で示した「介縁」が多く形成されていることも検証できた。 

 したがって著者は、上記までの三重構造にこの個人ボランティア・団体ボランティアを運営するボランテ

ィア団体やＮＰＯ法人、以前介護サービスを利用していた高齢者の家族やその他直接介護と関わりのなかっ

た人など、「介護」というキーワードの縁「介縁」による紐帯から結びつけられた人々を含んだ構造を新三重

構造とする。そして、現在の高齢者介護の現場では、先進的で成功しているところでは、高齢者介護におけ

る構造が、「介縁」をとりこむ新三重構造になっているといえる。 

 

２．高齢者介護の新たな社会化 

 以上を踏まえた上で、著者は「高齢者介護の新たな社会化」について考えていきたい。前章では高齢者介

護を通じた結びつき、「介縁」について言及していった。この「介縁」というのが、「高齢者介護の新たな社

会化」の重要な要素となると考える。 

 高齢者介護とうのは、二重構造から三重の構造へ変化をし、現在では新三重構造を目指していると著者は

述べた。そして、一般的に言われている、「介護の社会化」というのは、高齢者介護の「三重構造＝介護の企

業化」にすぎず、現在先進的な高齢者介護の現場で見られている、高齢者介護の「新三重構造＝介縁化」は、

高齢者介護においての新たな社会化の前兆であると考えた。 

 したがって、「高齢者介護の新たな社会化」には、三重構造までの介護を必要とする高齢者・家族、サービ

ス事業所、地域、国・政策などとの関係性以外に、個人ボランティア・団体ボランティアを運営するボラン

ティア団体やＮＰＯ法人、以前介護サービスを利用していた高齢者の家族やその他直接介護と関わりのなか

った人など「介護」というキーワードとの縁による紐帯「介縁」から結びつけられた人々との関係性が必要

であるということが分かる。 

 そもそも「社会化」とは何か？「高齢者介護の新たな社会化」というのは、単なる企業化・市場化・社会

サービスへのシフト転換ではなく、人々の紐帯の創造・形成、そしてその拡大から生まれてくるものだと考

える。そして、その人々の結びつきというのは、前章で示した高齢者介護という縁を通じた「介縁」の結び

つきである。ここで、「高齢者介護の新たな社会化」の定義をしたい。「高齢者介護の新たな社会化」とは、

「これまで高齢者の介護を中心的に行っていた国、地方、企業、家族だけではなく、「介護」というキーワー
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ドとの縁による紐帯「介縁」から結びつけられた人々（地域住民、近隣住民、ボランティア、ＮＰＯ団体、

以前介護サービスを利用していた高齢者の家族、その他直接介護と関わりのなかった人など）も含め、介護

を通して「介縁」の結びつきを、連続的に創造・形成し、拡大して広がりをみせ、ネットワークをつくって

いくようになること」と定義する。 
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